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１．はじめに 

 

 平成１７年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（以下「品確法」という。）

が施行され、平成１７年８月には「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推

進するための基本的な方針について」（以下「基本方針」という。）が閣議決定されました。 

 品確法の基本理念では、「経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及

び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより確保されなければならない。」と

されております。 

また、地方自治法施行令第１６７条の１０の２第１項では「予定価格の制限の範囲内の

価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通公共団体にとって最も

有利なものをもって申し込みをした者を落札者とすることができる。」とされております。 

基本方針では、「発注者が事業の目的や工事の内容に応じ、競争参加者の技術的能力の審

査を適切に行うとともに、品質の向上に係る技術提案を求めるよう努め、落札者の決定に

おいては価格に加えて技術提案の優越等を総合的に評価することにより、最も評価の高い

物を落札者とすることができる。」とされております。 

 これらを踏まえ、大和市では価格と品質を総合的に評価する総合評価方式を試行的に導

入するためのガイドラインを、平成２１年１１月に作成しました。 

 このガイドラインは、本市における総合評価方式の基本的事項を示しています。 

 

 

２．総合評価方式とは 

 

 総合評価方式とは、価格だけで評価していた従来の落札方式と異なり、品質を高めるた

めの新しい技術やノウハウなど、価格に加えて価格以外の要素を含めて総合的に評価する

落札方式のことです。価格と品質の両方を評価することにより、総合的に優れた調達を行

うことが可能になります。 

 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、価格と品質を数値化した「評価

値」が最も高いものを落札者とすることにより、予定価格の範囲内で最も品質の良い施工

業者を選定します。総合評価方式においては、新しい施工方法や施工上の工夫などの技術

提案や同種工事の施工実績、工事成績等が評価の対象となります。 

 総合評価方式における「品質」とは、工事目的物そのものはもとより、工事の効率性、

安全性、環境への配慮等、工事の実施段階における様々な特性、つまり工事そのものの質

も含まれます。 
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３．総合評価方式の基本的事項 

 

（１）大和市の総合評価方式  

  総合評価方式は、工事規模や技術的な工夫の余地等を考慮して、「市区町村向け簡易型

（特別簡易型）」と「簡易型」から当該工事に適したものを選択し、試行実施します。 

① 市区町村向け簡易型（特別簡易型） 

技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において、同種工事の施工実績や工事成績 

などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式です。 

② 簡易型 

  技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事において、施工計画、同種工事の施工実績 

や工事成績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式です。 

 

（２）技術的要素の評価 

   総合評価方式における技術的要素については、次に掲げる評価種別に分類し、それぞ

れに係る評価項目を個々の工事ごとに選択して評価します。 

① 企業の技術力 

発注仕様（設計図書）に基づいて、適切かつ確実に施工する能力を評価します。 

同種工事の施工実績、配置予定技術者の技術能力を評価項目とします。 

② 企業の社会性・信頼性 

  地域社会への貢献度や、企業の安全衛生に対する考え方から社会性・信頼性など工事 

を円滑に実施する能力を評価します。 

 

（３）評価項目の内容と配点 

 評価項目については、工事ごとに選択して評価します。 

配点についても、落札者決定基準として本市が工事ごとに定めます。 

入札に参加しようとする者は、同種工事の施工実績や工事成績などの評価項目に関す

る資料の提出が必要となります。 
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評価項目及び配点基準表 

 

評価種別 評価項目 
特別 

簡易型 
簡易型 評価基準 配点 

企
業
の
技
術
力 

簡易な施

工計画の

技術的所

見 

工事目的物や材料等の品質

管理等に係る技術的所見 

    評価項目に対して、評価

できる提案ひとつについ

て１点とし、最高３点と

する。 

・３提案以上該当３点 

・２提案該当  ２点 

・１提案該当  １点 

・該当なし   ０点 

０～３ 

発注者が指定する施工上の

課題に対する技術的所見 
○ ０～３ 

施工上配慮すべき安全対策

に係る事項 

(1項

目以

上） 

  

０～３ 

工程管理に係る技術的所見 
０～３ 

 未記入または内容が著し

く不適切 
欠格 

企業の技

術的能力 

過去５年間の同種工事の元

請けとしての施工実績 
○ ○ 

有 ２ 

無 ０ 

大和市工事での過去２年間

の同種工事の成績評定の平

均点 

○ ○ 

８０点以上 ２ 

８０点未満 
１ 

７５点以上 

７５点未満   

６５点以上 ０ 

又は成績無し   

６５点未満 欠格 

大和市での過去５年間の成

績評定で８５点以上の実績 
○ ○ 

有 ２ 

無 ０ 

ＩＳＯ９００１の認証取得 
○ ○ 

有 １ 

無 ０ 

配置予定

技術者の

技術的能

力 

過去５年間の同種工事の施

工経験 
○ ○ 

有 ２ 

無 ０ 

１級国家資格の資格を取得

しており、監理技術者となり

得る資格を有する 

○ ○ 

有 １ 

無 ０ 

 

 

３ 



企
業
の
社
会
性
・
信
頼
性 

大和市における災害時等の地域貢献 
○ ○ 

有 １ 

（災害応急対策協定の締結） 無 ０ 

建設業労働災害防止協会への加入 
○ ○ 

有 １ 

無 ０ 

営業拠点の所在地 

○ ○ 

本店又は本社が大和市

内に在る 
２ 

支店、支社又は営業所

が大和市内に在る 
１ 

上記以外 ０ 

配点の合計（加算点） 14点 17～26点     

 

（４）落札候補者、落札者の決定方法 

  本市における総合評価は、「標準点」と技術的要素の評価により「加算点」の合計（こ

れを「技術評価点」と呼ぶ）を入札価格で除し、百万を乗じて得た数値を「評価値」と

します。 

「評価値」の最も高い者を落札候補者とします。 

この計算方法を除算方式といいます。 

 

   「評価値」＝「技術評価点」／「入札価格」×１，０００，０００ 

 

        ＝（「標準点」＋「加算点」）／「入札価格」×１，０００，０００ 

  

・ 「標準点」は１００点とします。 

・ 「評価値」は小数点以下第４位未満を切捨てます。 

・ 欠格に評価された場合、当該工事の要求水準を満たしていないと判断し、「技術評価

点」を計算せず失格とします。 

・ 「入札価格」は消費税及び地方消費税を除いた価格とします。 

・ 「入札価格」が「予定価格」の制限の範囲を超えた場合は失格とします。 

・ 「入札価格」が「最低制限価格」に満たない場合は、失格とします。 

・ 落札候補者が複数となった場合は、「くじ」により落札候補者を決定します。 

・ 必要に応じて学識経験者からの意見聴取を行い、落札者を決定します。 
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４．入札契約手続きの流れ  

 

 本市の総合評価方式による手続きについては、次のように行われます。 

 

 

イ      総合評価方式の適用検討       

       ↓ 

ロ      総合評価審査委員会       

         ↓ 

ハ総合評価方式の適否及び落札者決定基準の決定 

         ↓ 

ニ         入札公告          

        ↓ 

ホ 入札参加資格確認申請及び技術資料等の提出  

        ↓ 

ヘ       質問の受付・回答        

        ↓ 

ト   技術資料等の審査・評価値の算出    

        ↓ 

チ        入札・開札         

        ↓ 

リ       落札候補者の決定        

        ↓ 

ヌ      総合評価審査委員会       

ル        落札者の決定         

        ↓ 

ヲ      契約、評価結果の公表       

 

 

 

５ 

対象工事の認定、落札者決定

基準の審査を行います。 

 

設計図書の配布。 

入札参加申請手続きは、かな

がわ電子入札共同システムに

よって行います。 

技術資料等の提出方法は公告

において記載いたします。 

入札はかながわ電子入札共同

システムにより行います。 

学識経験者からの意見聴取を 

行います。 

落札候補者の報告及び決定。 

学識経験者が必要と認めた場

合には意見聴取を行い、審査

委員会が決定します。 



５．総合評価審査委員会 

 

 総合評価対象工事の認定、落札者決定基準及び落札者の決定の適否を審査するために大

和市総合評価審査委員会を設置します。 

総合評価審査委員会は、契約主管の副市長を委員長とし、委員は政策部長、総務部長、環

境農政部長、街づくり計画部長、都市施設部長、教育部長により構成されます。 

  

６．学識経験者の意見聴取 

 

 地方自治法施行令では、「落札者決定基準を定めようとするとき」には、２人以上の学識

経験者の意見を聴かなければならないとされています。 

意見聴取時において、「落札者を決定するとき」に改めて学識経験者の意見聴取が必要と

の意見があったときは再度の意見聴取が必要です。 

本市においても、総合評価方式での学識経験者からの意見聴取を行います。 

 

７．評価内容の担保 

 

 総合評価方式に関し提出された技術資料等の内容が不履行の場合、再度の施工を原則と

し、工事成績評定点を評価項目毎に１点減じます。 

再度の施工においても技術資料等の内容が不履行であった場合、あるいは、再施工が困

難な場合には評価項目毎に３点を減じます。 

ただし、最大減点を８点とします。 

また虚偽の記載等悪質な行為だと認められた場合には、大和市一般競争参加停止及び指

名停止等措置要領（平成２１年４月１日施行）に基づく指名停止等を講じます。 

 

８．総合評価方式に関わる事項の公表 

 

 総合評価方式による入札における手続きの公平性、透明性を確保するために、入札公告

及び本ガイドラインにおいて評価方法、落札決定基準等を明示し、落札結果及び評価内容

を公表します。 

 

９．関係資料（提出書類等） 

・企業の技術的能力（様式－１） 

・配置予定技術者の技術的能力（様式－２） 

・企業の社会性・信頼性・地域貢献（様式－３） 

・簡易な施工計画（様式－４） 
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（様式－１）  

               会社名：                   

                                 社 
                      

                     工事名：                 
       

企業の技術的能力 

同種工事の施工

実績 

（ ○ 年 ～ ○ 年

度） 

（元請けとして

の実績）   

実績の有無 有  ・  無 

工  事  名  

発注機関  

施工場所  

契約金額  

工   期  

実績証明書類 CORINSデータの写し等の実績証明資料を提出すること 

工事概要 

 

 

 

 

工事成績評定点

の平均点 

（ ○ 年 ～ ○ 年

度） 

 

                     点 

 

※この欄は記入しないでください。               

大和市での過去

５年間の成績評

定で８５点以上

の実績 

（ ○ 年 ～ ○ 年

度） 

実績の有無 有  ・  無 

工 事 名  

実 績 年 度  

工事評定点                 点 

※実績を把握している場合は記入してください。 

ISO9001の取得 
取得の有無 有  ・  無 

取得証明書 登録証の写しを提出すること 
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（様式－２）  

会社名：                    

                                社 

                         

工事名：                      

 

配置予定技術者の技術的能力 

配置予定技術者 

 

氏

ふり

  名

がな

 

 

 

 

 

 

 

同種工事の施工

経験 

（ ○ 年 ～ ○ 年

度） 

（元請けとして

の実績）   

経験の有無 有  ・  無 

従事役職 主任技術者・監理技術者 

工 事 名  

施工場所  

契約金額  

工  期  

発注機関  

実績証明書類 CORINSデータの写し等の実績証明資料を提出すること 

工事概要 

 

 

 

 

 

取得資格 

資 格 名 
 

 

証明書等番号 
 

資格を証明できる書類の写しを提出すること 

取得年月日  

監理技術者資

格者証の有無 
有   ・    無 

証明書等番号 
 

資格を証明できる書類の写しを提出すること 

取得年月日  
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（様式－３） 

会社名：                       

                                社 

                          

工事名：                       

 

企業の社会性・信頼性・地域貢献 

大和市における 

災害時等の地域

貢献 

協定等の締結

の有無 
有  ・  無 

協定等の名称  

協定の期間  

協定等の内容 

 

 

 

 

 

協定書の写し及び協定団体の構成員であることが確認でき

る名簿等の写しを提出すること 

建災防への加入

状況 
加入の有無 

有   ・   無 

建設業労働災害防止協会神奈川県支部の写しを提出するこ

と。 

営業拠点の所在

地 

 

住     所 
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（様式―４） 

会社名：                        

                                社 

 

工事名：                      

簡易な施工計画 

（※評価項目毎に 1枚以内で記載） 

評価項目  採点 

具体的施工計画 

 

 

 

 

 

 

 

回答 （文字は 12ptとし、20行以内で記載のこと。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得 点  

※ 自社の名称、過去の工事を実施、経験した場所やその年度などの記述を禁止する。 

※ 指定された文字数行数を超えて記述することを禁止する。 

※ 本文に、文章の内容をイメージしやすいように図や表を記載してもよいが、図や表だけに記述

された内容で評価することはないので注意すること。 

※ 採点欄、得点欄へは記入しないこと。 

１０ 


